
JP 2013-140658 A 2013.7.18

10

(57)【要約】
【課題】　携帯端末機器を安定した状態で保持する。
【解決手段】　スピーカーユニットが配置されたスピー
カー配置部と携帯端末機器が装着される機器装着部とを
有する筐体を備え、機器装着部に、携帯端末機器のコネ
クター部が接続される接続コネクターと、筐体に回動自
在に支持され携帯端末機器が接続コネクターに接続され
た状態において第１の方向へ回動されて携帯端末機器を
接続コネクターの反対側から押さえて保持するホルダー
と、ホルダーを第１の方向へ付勢する付勢バネとを設け
た。
　これにより携帯端末機器のコネクター部の接続コネク
ターに対する接続状態が不安定になることがなく、携帯
端末機器を安定した状態で保持することができる。
【選択図】　　　　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スピーカーユニットが配置されたスピーカー配置部と携帯端末機器が装着される機器装着
部とを有する筐体を備え、
　前記機器装着部に、
　前記携帯端末機器のコネクター部が接続される接続コネクターと、
　前記筐体に回動自在に支持され前記携帯端末機器が前記接続コネクターに接続された状
態において第１の方向へ回動されて前記携帯端末機器を前記接続コネクターの反対側から
押さえて保持するホルダーと、
　前記ホルダーを前記第１の方向へ付勢する付勢バネとが設けられた
　スピーカー装置。
【請求項２】
前記ホルダーに、前記携帯端末機器の大きさの相違に拘わらず前記付勢バネの付勢力によ
って前記携帯端末機器に押し付けられる押さえ部が設けられた
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項３】
前記押さえ部の前記携帯端末機器に押し付けられる面が凹状の曲面に形成された
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項４】
前記接続コネクターが前記ホルダーの回動方向と同じ方向へ回動可能とされた
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項５】
前記筐体が縦方向と横方向の長さが異なる形状に形成され、
　載置面に縦長の状態で載置される縦置き状態と載置面に横長の状態で載置される横置き
状態との設定が可能とされた
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項６】
前記第１の方向と反対の第２の方向における回動端で前記ホルダーをロックするロック部
を設けた
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項７】
前記機器装着部に、前記第２の方向における回動端で前記ホルダーが収納される収納凹部
が形成された
　請求項６に記載のスピーカー装置。
【請求項８】
前記ホルダーの前記第１の方向における回動を規制する回動規制部が設けられた
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項９】
前記機器装着部に前記携帯端末機器が挿入されて装着される挿入凹部が形成され、
　前記挿入凹部に挿入された状態で前記携帯端末機器が前記ホルダーに保持されるように
した
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項１０】
前記ホルダーの回動速度を制御するダンパーが設けられた
　請求項１に記載のスピーカー装置。
【請求項１１】
前記押さえ部がゴム材料によって形成された
　請求項２に記載のスピーカー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本技術はスピーカー装置についての技術分野に関する。詳しくは、接続コネクターに接
続された携帯端末機器を接続コネクターの反対側からホルダーによって押さえて携帯端末
機器を安定した状態で保持する技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルミュージックプレイヤー（ＤＭＰ）や携帯電話等の携帯端末機器が装着される
スピーカー装置がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなスピーカー装置には携帯端末機器が装着される機器装着部が設けられ、携帯
端末機器が機器装着部に装着された状態において携帯端末機器に記録されている音声デー
ターがスピーカー装置に出力され、出力された音声データーがスピーカーユニットによっ
て音質等の改善された音声として外部へ出力される。
【０００４】
　特許文献１に記載されたスピーカー装置にあっては、接続コネクターを有する保持ケー
ス（特許文献１における「扉」）が機器装着部において収納凹部から引出可能に設けられ
ている。携帯端末機器は収納凹部から引き出された保持ケースに挿入されてコネクター部
が接続コネクターに接続され、保持ケースが収納凹部に収納されて携帯端末機器が機器装
着部に装着される。
【０００５】
【特許文献１】特表２００８－５４６１２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、特許文献１に記載されたスピーカー装置にあっては、携帯端末機器は保持ケ
ースに挿入された状態でコネクター部が接続コネクターに接続されている。このとき、例
えば、保持ケースに挿入された状態で携帯端末機器に対して操作が行われた場合に、コネ
クター部が接続コネクターから外れる方向への力が付与されてしまうと、コネクター部の
接続コネクターに対する接続状態が不安定になるおそれがある。
【０００７】
　また、携帯端末機器が装着された状態において、携帯端末機器が装着されたスピーカー
装置の状態が、例えば、縦置き状態から横置き状態又は横置き状態から縦置き状態に変更
される場合があり、この場合には携帯端末機器の姿勢が変化される。この場合には、やは
りコネクター部の接続コネクターに対する接続状態が不安定になるおそれがある。
【０００８】
　そこで、本技術スピーカー装置は、上記した問題点を克服し、携帯端末機器を安定した
状態で保持することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１に、スピーカー装置は、上記した課題を解決するために、スピーカーユニットが配
置されたスピーカー配置部と携帯端末機器が装着される機器装着部とを有する筐体を備え
、前記機器装着部に、前記携帯端末機器のコネクター部が接続される接続コネクターと、
前記筐体に回動自在に支持され前記携帯端末機器が前記接続コネクターに接続された状態
において第１の方向へ回動されて前記携帯端末機器を前記接続コネクターの反対側から押
さえて保持するホルダーと、前記ホルダーを前記第１の方向へ付勢する付勢バネとが設け
られたものである。
【００１０】
　従って、スピーカー装置にあっては、付勢バネによって付勢されたホルダーによって接
続コネクターの反対側から携帯端末機器が押さえられて保持される。
【００１１】
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　第２に、上記したスピーカー装置においては、前記ホルダーに、前記携帯端末機器の大
きさの相違に拘わらず前記付勢バネの付勢力によって前記携帯端末機器に押し付けられる
押さえ部が設けられることが望ましい。
【００１２】
　ホルダーに、携帯端末機器の大きさの相違に拘わらず付勢バネの付勢力によって携帯端
末機器に押し付けられる押さえ部が設けられることにより、大きさの相違する携帯端末機
器が押さえ部によって押さえられる。
【００１３】
　第３に、上記したスピーカー装置においては、前記押さえ部の前記携帯端末機器に押し
付けられる面が凹状の曲面に形成されることが望ましい。
【００１４】
　押さえ部の携帯端末機器に押し付けられる面が凹状の曲面に形成されることにより、携
帯端末機器の機器装着部への装着時に携帯端末機器が押さえ面の形状に沿って摺動される
。
【００１５】
　第４に、上記したスピーカー装置においては、前記接続コネクターが前記ホルダーの回
動方向と同じ方向へ回動可能とされることが望ましい。
【００１６】
　接続コネクターがホルダーの回動方向と同じ方向へ回動可能とされることにより、携帯
端末機器が押さえ部に押さえられるときに接続コネクターが回動される。
【００１７】
　第５に、上記したスピーカー装置においては、前記筐体が縦方向と横方向の長さが異な
る形状に形成され、載置面に縦長の状態で載置される縦置き状態と載置面に横長の状態で
載置される横置き状態との設定が可能とされることが望ましい。
【００１８】
　筐体が縦方向と横方向の長さが異なる形状に形成され、載置面に縦長の状態で載置され
る縦置き状態と載置面に横長の状態で載置される横置き状態との設定が可能とされること
により、使用者がスピーカー装置を必要な向きで使用することが可能になる。
【００１９】
　第６に、上記したスピーカー装置においては、前記第１の方向と反対の第２の方向にお
ける回動端で前記ホルダーをロックするロック部を設けることが望ましい。
【００２０】
　第１の方向と反対の第２の方向における回動端でホルダーをロックするロック部を設け
ることにより、携帯端末機器の接続コネクターに対する接続動作時において携帯端末機器
にホルダーが干渉しない。
【００２１】
　第７に、上記したスピーカー装置においては、前記機器装着部に、前記第２の方向にお
ける回動端で前記ホルダーが収納される収納凹部が形成されることが望ましい。
【００２２】
　機器装着部に、第２の方向における回動端でホルダーが収納される収納凹部が形成され
ることにより、携帯端末機器の接続コネクターに対する接続動作時において携帯端末機器
にホルダーが干渉しない。
【００２３】
　第８に、上記したスピーカー装置においては、前記ホルダーの前記第１の方向における
回動を規制する回動規制部が設けられることが望ましい。
【００２４】
　ホルダーの第１の方向における回動を規制する回動規制部が設けられることにより、ホ
ルダーの第１の方向への不必要な回動が回動規制部によって規制される。
【００２５】
　第９に、上記したスピーカー装置においては、前記機器装着部に前記携帯端末機器が挿
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入されて装着される挿入凹部が形成され、前記挿入凹部に挿入された状態で前記携帯端末
機器が前記ホルダーに保持されるようにすることが望ましい。
【００２６】
　機器装着部に携帯端末機器が挿入されて装着される挿入凹部が形成され、挿入凹部に挿
入された状態で携帯端末機器がホルダーに保持されるようにすることにより、機器装着部
に装着された携帯端末機器が機器装着部から突出されない。
【００２７】
　第１０に、上記したスピーカー装置においては、前記ホルダーの回動速度を制御するダ
ンパーが設けられることが望ましい。
【００２８】
　ホルダーの回動速度を制御するダンパーが設けられることにより、押さえ部が携帯端末
機器に接触されたときに携帯端末機器に対してホルダーから付与される衝撃が小さくなる
。
【００２９】
　第１１に、上記したスピーカー装置においては、前記押さえ部がゴム材料によって形成
されることが望ましい。
【００３０】
　押さえ部がゴム材料によって形成されることにより、押さえ部が携帯端末機器に接触さ
れたときに携帯端末機器に付与される衝撃が押さえ部によって吸収される。
【発明の効果】
【００３１】
　本技術スピーカー装置は、スピーカーユニットが配置されたスピーカー配置部と携帯端
末機器が装着される機器装着部とを有する筐体を備え、前記機器装着部に、前記携帯端末
機器のコネクター部が接続される接続コネクターと、前記筐体に回動自在に支持され前記
携帯端末機器が前記接続コネクターに接続された状態において第１の方向へ回動されて前
記携帯端末機器を前記接続コネクターの反対側から押さえて保持するホルダーと、前記ホ
ルダーを前記第１の方向へ付勢する付勢バネとが設けられている。
【００３２】
　従って、コネクター部の接続コネクターに対する接続状態が不安定になることがなく、
携帯端末機器を安定した状態で保持することができる。
【００３３】
　請求項２に記載した技術にあっては、前記ホルダーに、前記携帯端末機器の大きさの相
違に拘わらず前記付勢バネの付勢力によって前記携帯端末機器に押し付けられる押さえ部
が設けられている。
【００３４】
　従って、大きさの相違する携帯端末機器をホルダーによって安定した状態で保持するこ
とができる。
【００３５】
　請求項３に記載した技術にあっては、前記押さえ部の前記携帯端末機器に押し付けられ
る面が凹状の曲面に形成されている。
【００３６】
　従って、ホルダーによって携帯端末機器を所定の姿勢で安定した状態で保持することが
できる。
【００３７】
　請求項４に記載した技術にあっては、前記接続コネクターが前記ホルダーの回動方向と
同じ方向へ回動可能とされている。
【００３８】
　従って、携帯端末機器が押さえ部に押さえられるときに接続コネクターが回動可能とさ
れ、ホルダーに保持された状態における携帯端末機器に対する負荷を軽減することができ
る。
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【００３９】
　請求項５に記載した技術にあっては、前記筐体が縦方向と横方向の長さが異なる形状に
形成され、載置面に縦長の状態で載置される縦置き状態と載置面に横長の状態で載置され
る横置き状態との設定が可能とされている。
【００４０】
　従って、使用者がスピーカー装置を必要な向きで使用することが可能であり、スピーカ
ー装置の使い勝手の向上を図ることができる。
【００４１】
　請求項６に記載した技術にあっては、前記第１の方向と反対の第２の方向における回動
端で前記ホルダーをロックするロック部を設けている。
【００４２】
　従って、携帯端末機器の接続コネクターに対する接続動作時において携帯端末機器にホ
ルダーが干渉することがなく、携帯端末機器の接続コネクターに対する接続を円滑に行う
ことができる。
【００４３】
　請求項７に記載した技術にあっては、前記機器装着部に、前記第２の方向における回動
端で前記ホルダーが収納される収納凹部が形成されている。
【００４４】
　従って、携帯端末機器の接続コネクターに対する接続動作時において携帯端末機器にホ
ルダーが干渉することがなく、携帯端末機器の接続コネクターに対する接続を一層円滑に
行うことができる。
【００４５】
　請求項８に記載した技術にあっては、前記ホルダーの前記第１の方向における回動を規
制する回動規制部が設けられている。
【００４６】
　従って、ホルダーの第１の方向への不必要な回動が回動規制部によって規制され、ホル
ダーの接続コネクターとの接触が回避され、ホルダー及び接続コネクターの傷付きや損傷
を防止することができる。
【００４７】
　請求項９に記載した技術にあっては、前記機器装着部に前記携帯端末機器が挿入されて
装着される挿入凹部が形成され、前記挿入凹部に挿入された状態で前記携帯端末機器が前
記ホルダーに保持されるようにしている。
【００４８】
　従って、機器装着部に装着された携帯端末機器が機器装着部から突出されず、携帯端末
機器を保護することができる。
【００４９】
　請求項１０に記載した技術にあっては、前記ホルダーの回動速度を制御するダンパーが
設けられている。
【００５０】
　従って、押さえ部が携帯端末機器に接触されたときに携帯端末機器に対してホルダーか
ら付与される衝撃が小さく、携帯端末機器の傷付きや損傷を防止することができる。
【００５１】
　請求項１１に記載した技術にあっては、前記押さえ部がゴム材料によって形成されてい
る。
【００５２】
　従って、押さえ部が携帯端末機器に接触されたときに携帯端末機器に付与される衝撃が
押さえ部によって吸収され、携帯端末機器の傷付きや損傷を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　以下に、本技術スピーカー装置を実施するための最良の形態を添付図面に従って説明す
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る。
【００５４】
　以下に示した最良の形態は、本技術スピーカー装置を携帯端末機器としてデジタルミュ
ージックプレイヤー（ＤＭＰ）が装着され装着されたＤＭＰの音声を出力するスピーカー
装置に適用したものである。
【００５５】
　但し、本技術の適用範囲はＤＭＰの音声を出力するスピーカー装置に限られることはな
く、コネクター部を有する携帯電話等の各種の携帯端末機器が接続される接続コネクター
を有する各種のスピーカー装置に広く適用することができる。
【００５６】
　以下の説明においては、スピーカー装置のスピーカーユニットが向く方向（音声の出力
方向）を前方として上下前後左右の方向を示す。
【００５７】
　尚、以下に示す上下前後左右の方向は、説明の便宜上示すものであり、本技術はこれら
の方向に限定して適用されることはない。
【００５８】
　［スピーカー装置の構成］
　スピーカー装置１は筐体２の内外に所要の各部が配置されて成る（図１及び図２参照）
。筐体２は一方向に長いケース状に形成されている。
【００５９】
　スピーカー装置１は横長の状態で机やテーブル等の載置面に載置される横置き状態（図
１参照）と縦長の状態で載置面に載置される縦置き状態（図２参照）との設定が可能とさ
れている。
【００６０】
　尚、以下のスピーカー装置１の構成の説明において上下左右の方向を示すときは、スピ
ーカー装置１が横置き状態にあるときの方向で示すものとする。
【００６１】
　筐体２の長手方向における両側面にはそれぞれ凹状の把手２ａ、２ａが形成されている
。使用者は把手２ａ、２ａを把持してスピーカー装置１を持ち上げ、縦置き状態と横置き
状態の向きの変更を行うことができる。このようにスピーカー装置１には把手２ａ、２ａ
が形成されているため、使用者による向きの変更を容易に行うことができる。
【００６２】
　筐体２の上面には操作部２ｂが配置されている。操作部２ｂは、例えば、回転操作され
ることにより後述するスピーカーユニットから出力される音声の音量を調整する音量調整
ダイヤルとして機能する。
【００６３】
　筐体２は横置き状態において、左右の一方の端部を除いた部分がスピーカー配置部３と
して設けられ、左右の一方の端部が機器装着部４として設けられている（図１参照）。
【００６４】
　スピーカー配置部３の前面部にはグリルネット５が取り付けられ、スピーカー配置部３
の内部には一対のスピーカーユニット６、６が配置されている（図１及び図２参照）。ス
ピーカー配置部３の内部には図示しない光源が設けられ、光源から照明光が照射されるこ
とによりスピーカー配置部３の内部がデザイン的に照明され、グリルネット５を介して内
部の照明が外部へ照射されるように構成されている。
【００６５】
　スピーカーユニット６、６は、例えば、中音用のミッドレンジユニットとして機能する
。
【００６６】
　スピーカー配置部３の前面部における上端部には左右両端部に一対のスピーカーユニッ
ト７、７が配置されている。スピーカーユニット７、７は、例えば、高音用のツイーター
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ユニットとして機能する。
【００６７】
　機器装着部４には前方に開口された挿入凹部８が形成されている（図１乃至図３参照）
。挿入凹部８は略上下に延び前方に凹の揺るやかな曲面状に形成された奥面部９と奥面部
９の上縁から前方へ突出された上面部１０と奥面部９の左右両側縁からそれぞれ前方へ突
出された側面部１１、１１とに囲まれることにより形成されている。
【００６８】
　奥面部９は上下両端部が中央部より稍前方に位置するように緩やかな曲面状に形成され
ている。奥面部９の上半部には前方に開口された収納凹部９ａが形成されている。収納凹
部９ａの下端部には筐体２の内部に連通する挿通孔９ｂが形成されている。挿通孔９ｂの
上側開口縁は後述するホルダーの一定以上の回動を規制する回動規制部９ｃとして形成さ
れている。
【００６９】
　奥面部９の下端寄りの位置には取付孔９ｄが形成されている。
【００７０】
　奥面部９の上端部にはロック部１２が設けられている。ロック部１２は後述するホルダ
ーを収納凹部９ａにおいてロックする機能を有し、例えば、ホルダーに前方から押圧され
ることによりホルダーをロックし、再度ホルダーに前方から押圧されることによりホルダ
ーのロックを解除するように構成されている。
【００７１】
　挿入凹部８には下端寄りの位置に前方へ突出された配置用突状部１３が設けられている
。配置用突状部１３は上壁部１４と上壁部１４の外周縁に連続する周壁部１５とを有し、
内部の空拳が配置空間１３ａとして形成されている。
【００７２】
　上壁部１４は前下がりに緩やかに傾斜され、前端寄りの部分に挿入配置孔１４ａを有し
ている。上壁部１４の後端寄りの部分には導光板１６が取り付けられている。導光板１６
は上下に延びる光出射部１６ａと光出射部１６ａの下端部から後方へ突出された被取付部
１６ｂとから成り、被取付部１６ｂが上壁部１４の下面側に取り付けられている。光出射
部１６ａは上壁部１４から上方へ突出するようにして挿入凹部８に配置されている。
【００７３】
　周壁部１５には透明又は半透明に形成された光出射部１５ａが設けられている。
【００７４】
　奥面部９には取付孔９ｄを閉塞するようにしてコネクターユニット１７が取り付けられ
ている（図３及び図４参照）。コネクターユニット１７には接続コネクター１８と第１の
光源回路部１９と第２の光源回路部２０を有している。
【００７５】
　接続コネクター１８は雄型コネクターであり、下端部を支点として略前後へ移動する方
向へ回動可能とされている。接続コネクター１８は上壁部１４の挿入配置孔１４ａから上
方へ突出されている。接続コネクター１８は第１の光源回路部１９の回路基板上に取り付
けられている。
【００７６】
　尚、接続コネクター１８は第１の光源回路部１９の回路基板上に取り付けられているた
め、接続コネクター１８と第１の光源回路部１９は一体になって回動される。
【００７７】
　コネクターユニット１７には左右に離隔してコイルバネ２１、２１が設けられている。
接続コネクター１８は、初期位置を基準として前方へ回動されたときにコイルバネ２１、
２１によって初期位置に戻る方向へ付勢され、初期位置を基準として後方へ回動されたと
きにもコイルバネ２１、２１によって初期位置に戻る方向へ付勢されている。
【００７８】
　第１の光源回路部１９は回路基板と発光ダイオード等の光源を有し、上壁部１４の下面
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側に沿って配置されている。第１の光源回路部１９の光源から光が出射されると、出射さ
れた光が導光板１６に入射されて導光され光出射部１６ａから外部へ出射されると共に周
壁部１５の光出射部１５ａに入射されて外部へ出射される。
【００７９】
　第２の光源回路部２０は回路基板と発光ダイオード等の光源を有し、コネクターユニッ
ト１７における下端部の後面側に配置されている。第２の光源回路部２０の光源から光が
出射されると、出射された光がコネクターユニット１７の下端部に設けられた光出射部１
７ａに入射されて前方へ向けて出射される。
【００８０】
　機器装着部４にはホルダー２２が回動自在に支持されている（図１乃至図３参照）。ホ
ルダー２２は奥面部９の収納凹部９ａに形成された挿通孔９ｂに挿通され、略上半部が挿
入凹部８に位置され略下半部が筐体２の内部に位置されている（図５参照）。
【００８１】
　ホルダー２２は収納凹部９ａに収納される収納位置と収納位置より前側の回動位置との
間で回動可能とされている。収納位置はホルダー２２の回動方向のうち第１の方向（後方
側）における回動端であり、回動位置はホルダー２２の回動方向のうち第２の方向（前方
側）における回動端である。
【００８２】
　ホルダー２２は収納位置において上下に延びる状態とされる本体部２３と本体部２３の
下端部から後方へ突出された被規制突部２４とを有している（図３、図５、図６及び図７
参照）。本体部２３の左右両側面における下端部にはそれぞれ外方へ突出された被支持軸
２３ａ、２３ａが設けられている。本体部２３の上端部における背面側には後方へ突出さ
れた被ロック突部２３ｂが設けられている。
【００８３】
　ホルダー２２における本体部２３の前面には押さえ部２５が設けられている。押さえ部
２５は弾性変形可能な材料、例えば、ゴム材料によって形成され、前面が凹状の曲面２５
ａに形成されている。曲面２５ａは上端と下端が中間部より前側に位置するように略半円
形状に形成されている。
【００８４】
　機器装着部４における奥面部９の背面には左右に離隔して第１の軸支持部材２６と第２
の軸支持部材２７が取り付けられている。
【００８５】
　第１の軸支持部材２６は軸支持部２８と噛合部２９を有し、軸支持部２８が奥面部９に
取り付けられている。軸支持部２８の前端部には略半円状の支持切欠が形成され、ホルダ
ー２２の一方の被支持軸２３ａが支持切欠に挿入されて第１の軸支持部材２６に回転自在
に支持されている。また、第２の軸支持部材２７の前端部にも略半円状の支持切欠が形成
され、ホルダー２２の他方の被支持軸２３ａが支持切欠に挿入されて第２の軸支持部材２
７に回転自在に支持されている。
【００８６】
　第１の軸支持部材２６の噛合部２９は後方へ凸の半円形状に形成され、外周面にギヤ部
２９ａを有している。
【００８７】
　ホルダー２２における本体部２３の下面にはギヤケース３０が取り付けられている。ギ
ヤケース３０は上方に開口された箱状に形成され、内部にダンパー３１、３１として設け
られた二つの回転ギヤが噛合された状態で配置されている。一方のダンパー３１は第１の
軸支持部材２６の噛合部２９に形成されたギヤ部２９ａに噛合されている。
【００８８】
　ホルダー２２における本体部２３の下面にはバネ支持部材３２が取り付けられている。
バネ支持部材３２は本体部２３に取り付けられた被取付面部３２ａと被取付面部３２ａか
ら側方へ突出された支持突部３２ｂとから成る。
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【００８９】
　機器装着部４における奥面部９の背面には第２の軸支持部材２７に隣接してバネケース
３３が取り付けられている。バネケース３３には付勢バネ３４が配置され、付勢バネ３４
として、例えば、捩じりコイルバネが用いられている。付勢バネ３４はコイル部３４ａが
バネケース３３に配置されて支持され、一方の腕部３４ｂがバネ支持部材３２の支持突部
３２ｂに係合され、他方の腕部３４ｃが筐体２に設けられた図示しない係合部に係合され
ている。
【００９０】
　従って、ホルダー２２はバネ支持部材３２を介して付勢バネ３４によって収納位置から
回動位置へ向かう第１の方向へ付勢されている。
【００９１】
　ホルダー２２が被支持軸２３ａ、２３ａを支点として回動されるときには、ホルダー２
２とギヤケース３０とバネ支持部材３２が一体になって回動される。このときダンパー３
１、３１が回転され、一方のダンパー３１が第１の軸支持部材２６のギヤ部２９ａに噛合
された状態でギヤ部２９ａ上を転動されるようにして移動される。ホルダー２２はダンパ
ー３１、３１の作用により低速で回動される。
【００９２】
　［スピーカー装置におけるホルダーの回動動作］
　以下に、スピーカー装置１におけるホルダー２２の回動動作について説明する（図８乃
至図１５参照）。
【００９３】
　ホルダー２２が機器装着部４に形成された収納凹部９ａに収納された収納位置にある状
態においては、本体部２３の被ロック突部２３ｂがロック部１２に係合してホルダー２２
がロックされている（図８及び図９参照）。このとき接続コネクター１８に携帯端末機器
１００が接続されていない状態においては、接続コネクター１８が初期位置にある。
【００９４】
　携帯端末機器１００は、例えば、厚みの薄い扁平な縦長の略矩形状に形成されている。
携帯端末機器１００の下面には雌型コネクターであるコネクター部１００ａが設けられて
いる。
【００９５】
　携帯端末機器１００は機器装着部４の挿入凹部８に斜め上方から挿入され、コネクター
部１００ａが接続コネクター１８に接続される（図９参照）。
【００９６】
　携帯端末機器１００が挿入凹部８に挿入されるときには、上記したように、ホルダー２
２がロック部１２によって収納位置においてロックされている。
【００９７】
　このようにホルダー２２を収納位置においてロックするロック部１２が設けられること
により、携帯端末機器１００の接続コネクター１８に対する接続動作時において携帯端末
機器１００にホルダー２２が干渉することがなく、携帯端末機器１００の接続コネクター
１８に対する接続を円滑に行うことができる。
【００９８】
　また、機器装着部４に第２の方向における回動端である収納位置においてホルダー２２
を収納する収納凹部９ａが形成されている。
【００９９】
　従って、携帯端末機器１００の接続コネクター１８に対する接続動作時において携帯端
末機器１００にホルダー２２が干渉することがなく、携帯端末機器１００の接続コネクタ
ー１８に対する接続を一層円滑に行うことができる。
【０１００】
　接続コネクター１８に携帯端末機器１００のコネクター部１００ａが接続されると、接
続コネクター１８は携帯端末機器１００の重量によって前方へ回動され、携帯端末機器１
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００が稍前下がりに傾斜される。
【０１０１】
　続いて、ホルダー２２が指で後方へ押圧されると、被ロック部２３ｂとロック部１２の
係合が解除され、ホルダー２２が被支持軸２３ａ、２３ａを支点として付勢バネ３４の付
勢力によって第２の方向（前方側）へ回動される（図１０及び図１１参照）。このとき、
上記したように、ホルダー２２はダンパー３１、３１の作用により低速で回動される。
【０１０２】
　ホルダー２２が第２の方向へ回動されると、押さえ部２５の押さえ面２５ａが携帯端末
機器１００の上面に接触される。このとき押さえ面２５ａが凹状の曲面に形成されている
ため、携帯端末機器１００の上面が押さえ面２５ａの形状に沿って摺動され接続コネクタ
ー１８とともに所定の位置まで稍後方へ回動される。携帯端末機器１００がホルダー２２
に接続コネクター１８の反対側から押さえられて保持され携帯端末機器１００が正面を向
いた姿勢で機器装着部４に装着される。
【０１０３】
　このようにスピーカー装置１にあっては、押さえ部２５の押さえ面２５ａが凹状の曲面
に形成されているため、携帯端末機器１００の上面が押さえ面２５ａの形状に沿って摺動
され、ホルダー２２によって携帯端末機器１００を所定の姿勢で安定した状態で保持する
ことができる。
【０１０４】
　また、接続コネクター１８がホルダー２２の回動方向と同じ方向へ回動可能とされてい
るため、携帯端末機器１００が押さえ部２５に押さえられるときに接続コネクター１８が
回動され、ホルダー２２に保持された状態における携帯端末機器１００に対する負荷を軽
減することができる。
【０１０５】
　さらに、スピーカー装置１には、ホルダー２２の回動速度を低速に制御するダンパー３
１、３１が設けられているため、押さえ部２５が携帯端末機器１００に接触されたときに
携帯端末機器１００に対してホルダー２２から付与される衝撃が小さく、携帯端末機器１
００の傷付きや損傷を防止することができる。
【０１０６】
　さらにまた、押さえ部２５がゴム材料によって形成されているため、押さえ部２５が携
帯端末機器１００に接触されたときに携帯端末機器１００に付与される衝撃が押さえ部２
５によって吸収され、携帯端末機器１００の傷付きや損傷を防止することができる。
【０１０７】
　上記のように携帯端末機器１００が機器装着部４に装着された状態においては、携帯端
末機器１００の全体が挿入凹部８に挿入されて位置される。
【０１０８】
　従って、機器装着部４に装着された携帯端末機器１００が機器装着部４から前方へ突出
されず、携帯端末機器１００を保護することができる。
【０１０９】
　携帯端末機器１００が接続コネクター１８に接続されホルダー２２に保持されて機器装
着部４に装着された状態において、例えば、携帯端末機器１００に対して音楽再生のため
の操作を行うことにより、スピーカーユニット６、６、７、７から携帯端末機器１００に
記録された音楽データーが音声として出力される。
【０１１０】
　上記のように携帯端末機器１００が機器装着部４に装着された状態においては、携帯端
末機器１００が接続コネクター１８の反対側からホルダー２２に押さえられている。従っ
て、スピーカー装置１が縦置き状態（図１参照）と横置き状態（図２参照）の間で状態が
変更されて携帯端末機器１００の姿勢が変化された場合においても、コネクター部１００
ａの接続コネクター１８に対する接続状態が不安定になることがない。
【０１１１】
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　携帯端末機器１００の機器装着部４からの取外しは、ホルダー２２を指で第１の方向（
後方側）へ押圧してホルダー２２による携帯端末機器１００に対する保持を解除しホルダ
ー２２を収納位置まで回動させてロックし、携帯端末機器１００を斜め上方へ引き抜くこ
とにより行うことができる。
【０１１２】
　ホルダー２２による携帯端末機器１００に対する保持が解除されると、接続コネクター
１８は携帯端末機器１００の重量によって前方へ回動されて携帯端末機器１００が稍前下
がりに傾斜されるため、携帯端末機器１００の斜め上方への引き抜きを容易に行うことが
できる。
【０１１３】
　次に、携帯端末機器１００より小型の携帯端末機器２００がホルダー２２に保持される
ときの動作について説明する（図１２及び図１３参照）。
【０１１４】
　尚、携帯端末機器２００がホルダー２２に保持されるときの動作は、携帯端末機器１０
０がホルダー２２に保持されるときの動作に対してホルダー２２の第２の方向への回動量
が大きいことを除いては同様であるので、以下には、動作を簡単に説明する。
【０１１５】
　携帯端末機器２００は、例えば、厚みの薄い扁平な稍縦長の略矩形状に形成されている
。携帯端末機器２００の下面には雌型コネクターであるコネクター部２００ａが設けられ
ている。
【０１１６】
　携帯端末機器２００は機器装着部４の挿入凹部８に斜め上方から挿入され、コネクター
部２００ａが接続コネクター１８に接続される。
【０１１７】
　接続コネクター１８に携帯端末機器２００のコネクター部２００ａが接続されると、接
続コネクター１８は携帯端末機器２００の重量によって前方へ回動され、携帯端末機器２
００が稍前下がりに傾斜される。
【０１１８】
　続いて、ホルダー２２が指で後方へ押圧されると、被ロック部２３ｂとロック部１２の
係合が解除され、ホルダー２２が被支持軸２３ａ、２３ａを支点として付勢バネ３４の付
勢力によって第２の方向（前方側）へ回動される。
【０１１９】
　ホルダー２２が第２の方向へ回動されると、押さえ部２５の押さえ面２５ａが携帯端末
機器２００の上面に接触される。ホルダー２２の第２の方向への回動量は携帯端末機器１
００を保持する場合より大きい。このとき押さえ面２５ａが凹状の曲面に形成されている
ため、携帯端末機器２００の上面が押さえ面２５ａの形状に沿って摺動され接続コネクタ
ー１８とともに所定の位置まで稍後方へ回動される。携帯端末機器２００がホルダー２２
に接続コネクター１８の反対側から押さえられて保持され携帯端末機器２００が正面を向
いた姿勢で機器装着部４に装着される。
【０１２０】
　上記のように携帯端末機器２００が機器装着部４に装着された状態においては、携帯端
末機器２００の全体が挿入凹部８に挿入されて位置される。
【０１２１】
　携帯端末機器２００が接続コネクター１８に接続されホルダー２２に保持されて機器装
着部４に装着された状態において、例えば、携帯端末機器２００に対して音楽再生のため
の操作を行うことにより、スピーカーユニット６、６、７、７から携帯端末機器２００に
記録された音楽データーが音声として出力される。
【０１２２】
　上記のように携帯端末機器２００が機器装着部４に装着された状態においては、携帯端
末機器２００が接続コネクター１８の反対側からホルダー２２に押さえられている。従っ
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て、スピーカー装置１が縦置き状態（図１参照）と横置き状態（図２参照）の間で状態が
変更されて携帯端末機器２００の姿勢が変化された場合においても、コネクター部２００
ａの接続コネクター１８に対する接続状態が不安定になることがない。
【０１２３】
　携帯端末機器２００の機器装着部４からの取外しは、ホルダー２２を指で第１の方向（
後方側）へ押圧してホルダー２２による携帯端末機器２００に対する保持を解除しホルダ
ー２２を収納位置まで回動させてロックし、携帯端末機器２００を斜め上方へ引き抜くこ
とにより行うことができる。
【０１２４】
　ホルダー２２による携帯端末機器２００に対する保持が解除されると、接続コネクター
１８は携帯端末機器２００の重量によって前方へ回動されて携帯端末機器２００が稍前下
がりに傾斜されるため、携帯端末機器２００の斜め上方への引き抜きを容易に行うことが
できる。
【０１２５】
　尚、接続コネクター１８に携帯端末機器１００と携帯端末機器２００の何れもが接続さ
れていない状態において、ホルダー２２が第２の方向へ回動される場合もある（図１４参
照）。この場合には、ホルダー２２に設けられた被規制突部２４が奥面部９の回動規制部
９ｃに接してホルダー２２が所定の位置で停止される（図１５参照）。
【０１２６】
　従って、ホルダー２２の第１の方向への不必要な回動が回動規制部９ｃによって規制さ
れ、ホルダー２２の導光板１６や接続コネクター１８との接触が回避され、ホルダー２２
、導光板１６及び接続コネクター１８の傷付きや損傷を防止することができる。
【０１２７】
　［まとめ］
　以上に記載した通り、スピーカー装置１にあっては、携帯端末機器１００、２００が接
続される接続コネクター１８と、回動されて携帯端末機器１００、２００を接続コネクタ
ー１８の反対側から押さえて保持するホルダー２２と、ホルダー２２を第１の方向へ付勢
する付勢バネ３４とが設けられている。
【０１２８】
　従って、例えば、機器装着部４に装着された状態で携帯端末機器１００、２００に対し
て操作が行われた場合やスピーカー装置１が縦置き状態と横置き状態の間で状態が変更さ
れた場合においてもコネクター部１００ａ、２００ａの接続コネクター１８に対する接続
状態が不安定になることがなく、携帯端末機器１００、２００を安定した状態で保持する
ことができる。
【０１２９】
　また、ホルダー２２には付勢バネ３４の付勢力によって携帯端末機器１００、２００に
押し付けられる押さえ部２５が設けられているため、大きさの相違する携帯端末機器１０
０、２００をホルダー２２によって安定した状態で保持することができる。
【０１３０】
　さらに、スピーカー装置１は、縦長の状態で載置面に載置される縦置き状態と横長の状
態で載置面に載置される横置き状態との設定が可能とされているため、使用者がスピーカ
ー装置１を必要な向きで使用することが可能であり、スピーカー装置１の使い勝手の向上
を図ることができる。
【０１３１】
　［本技術］
　本技術は、以下のような構成とすることができる。
【０１３２】
　（１）スピーカーユニットが配置されたスピーカー配置部と携帯端末機器が装着される
機器装着部とを有する筐体を備え、前記機器装着部に、前記携帯端末機器のコネクター部
が接続される接続コネクターと、前記筐体に回動自在に支持され前記携帯端末機器が前記
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接続コネクターに接続された状態において第１の方向へ回動されて前記携帯端末機器を前
記接続コネクターの反対側から押さえて保持するホルダーと、前記ホルダーを前記第１の
方向へ付勢する付勢バネとが設けられたスピーカー装置。
【０１３３】
　（２）前記ホルダーに、前記携帯端末機器の大きさの相違に拘わらず前記付勢バネの付
勢力によって前記携帯端末機器に押し付けられる押さえ部が設けられた前記（１）に記載
のスピーカー装置。
【０１３４】
　（３）前記押さえ部の前記携帯端末機器に押し付けられる面が凹状の曲面に形成された
前記（１）又は前記（２）に記載のスピーカー装置。
【０１３５】
　（４）前記接続コネクターが前記ホルダーの回動方向と同じ方向へ回動可能とされた前
記（１）から前記（３）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１３６】
　（５）前記筐体が縦方向と横方向の長さが異なる形状に形成され、載置面に縦長の状態
で載置される縦置き状態と載置面に横長の状態で載置される横置き状態との設定が可能と
された前記（１）から前記（４）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１３７】
　（６）前記第１の方向と反対の第２の方向における回動端で前記ホルダーをロックする
ロック部を設けた前記（１）から前記（５）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１３８】
　（７）前記機器装着部に、前記第２の方向における回動端で前記ホルダーが収納される
収納凹部が形成された前記（６）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１３９】
　（８）前記ホルダーの前記第１の方向における回動を規制する回動規制部が設けられた
前記（１）から前記（７）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１４０】
　（９）前記機器装着部に前記携帯端末機器が挿入されて装着される挿入凹部が形成され
、前記挿入凹部に挿入された状態で前記携帯端末機器が前記ホルダーに保持されるように
した前記（１）から前記（８）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１４１】
　（１０）前記ホルダーの回動速度を制御するダンパーが設けられた前記（１）から前記
（９）の何れかに記載のスピーカー装置。
【０１４２】
　（１１）前記押さえ部がゴム材料によって形成された前記（２）から前記（１０）の何
れかに記載のスピーカー装置。
【０１４３】
　上記した最良の形態において示した各部の具体的な形状及び構造は、何れも本技術を実
施する際の具体化のほんの一例を示したものにすぎず、これらによって本技術の技術的範
囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】図２乃至図１５と共に本技術の実施の形態を示すものであり、本図は、横置き状
態にあるときのスピーカー装置の斜視図である。
【図２】縦置き状態にあるときのスピーカー装置の斜視図である。
【図３】機器装着部及びホルダー等を示す断面図である。
【図４】コネクターユニットの斜視図である。
【図５】機器装着部及びホルダー等を示す斜視図である。
【図６】ホルダー等を示す斜視図である。
【図７】図６とは異なる方向から見た状態でホルダー等を示す斜視図である。
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【図８】図９乃至図１５と共にホルダーの動作を示すものであり、本図は、ホルダーが収
納位置にある状態を示す斜視図である。
【図９】ホルダーが収納位置にあり携帯端末機器が接続コネクターに接続された状態を示
す断面図である。
【図１０】携帯端末機器がホルダーによって保持された状態を示す斜視図である。
【図１１】携帯端末機器がホルダーによって保持された状態を示す断面図である。
【図１２】小型の携帯端末機器がホルダーによって保持された状態を示す斜視図である。
【図１３】小型の携帯端末機器がホルダーによって保持された状態を示す断面図である。
【図１４】携帯端末機器が接続コネクターに接続されていないときにホルダーが回動され
た状態を示す斜視図である。
【図１５】携帯端末機器が接続コネクターに接続されていないときにホルダーが回動され
た状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１…スピーカー装置、２…筐体、３…スピーカー配置部、６…スピーカーユニット、７
…スピーカーユニット、９ａ…収納凹部、９ｃ…回動規制部、１２…ロック部、１８…接
続コネクター、２２…ホルダー、２５…押さえ部、３１…ダンパー、３４…付勢バネ、１
００…携帯端末機器、１００ａ…コネクター部、２００…携帯端末機器、２００ａ…コネ
クター部

【図１】 【図２】
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